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みなさん、いじめを防
ふせ

ぐための国
くに

のきまり『いじめ防止
ぼ う し

対策
たいさく

推進法
すいしんほう

』が平成
へいせい

２５年
ねん

につ

くられたことを知
し

っていますか？ いじめられた人
ひと

は、心
こころ

や体
からだ

が傷
きず

つき、苦
くる

しい思
おも

いをし

ます。そのようないじめが続
つづ

くと、心
こころ

や体
からだ

の成長
せいちょう

をさまたげたり、ときには、いのちや体
からだ

にとても大
おお

きな危険
き け ん

を生
しょう

じさせたりすることがあります。私たち
わたし

は、どんな小さな
ちい

いじめ

もけっしてゆるさず、一人一人
ひとりひとり

が大切
たいせつ

にされ、西小っ子
にししょうっこ

の全員
ぜんいん

が幸せ
しあわ

に、楽しい
たの

学校
がっこう

生活
せいかつ

を

過ごせる
す

ことをめざしています。この「いじめ防止
ぼ う し

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

〈児童版
じどうばん

〉」は、いじめをなく

すためには、実際
じっさい

にどんな行動
こうどう

をしたり、どんなことを考えたり
かんが

したらよいかをまとめて

います。よく読んで
よ

、西小っ子
にししょうっこ

の気持ち
きも

をひとつにして、この西神楽
にしかぐら

小学校
しょうがっこう

から全て
すべ

のい

じめをなくしましょう。 

 

西小っ子の いじめ防止基本方針〈児童版〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旭川
あさひかわ

市立
し り つ

西神楽
にしかぐら

小学校
しょうがっこう

 児童会
じどうかい

】 

１ はじめに                          

 
参考にしよう 学校いじめ防止基本方針「はじめに」 

参考にしよう 旭川市いじめ防止基本方針「はじめに」 

年 組 名前
な ま え
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２ いじめとは                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ いじめを生み出さないために                 

 いじめを生み出さない
 う   だ    

ためには、西
にし

 小
しょう

っ子
こ

全員
ぜんいん

が、「いじめは絶対
ぜったい

にゆるされないこと

である」という考え
かんが  

をしっかりともつことが大切
たいせつ

です。そして、自分
じぶん

のことだけでなく、

友だち
とも    

がいじめられているかもしれないと感じた
かん   

ときには、知らない
し   

ふりをせずにその子
こ

の

力
ちから

になってあげたり、先生
せんせい

に知らせたり
し   

する勇気
ゆうき

をもたなければなりません。 

 

 

 

 

 「いじめ」とは、暴力
ぼうりょく

はもちろん、相手
あいて

の心
こころ

を傷つける
きず     

ような言葉
ことば

や行動
こうどう

（無視
むし

など）

です。直接
ちょくせつ

、相手
あいて

に対して
たい    

こういうことをするほかにも、相手
あいて

の知らない
し   

ところやイン

ターネットなどで行われる
おこな     

ものもあります。 

 たとえばこんなことです。 

○ 冷
ひ

やかし、からかい、悪口
わるくち

やらんぼうな言葉
ことば

など、嫌
いや

なことを言
い

われる。 

○ 仲間
なかま

はずれ、相手
あいて

にしない、知
し

らないふり（無視
むし

）をされる。 

○ ぶつかられたり、遊
あそ

ぶふりをしてたたかれたり、けられたりする。 

○ 物
もの

をかくされたり、こわされたり、捨
す

てられたりする。 

○ 嫌
いや

なことやはずかしいこと、危険
きけん

なことをされたり、させられたりする。 

○ お金
かね

や大切
たいせつ

にしている物
もの

をとられる。  

○ 悪口
わるぐち

がメールで送
おく

られてきたり、インターネットに書
か

き込
こ

まれたりする。 

参考にしよう 旭川市いじめ防止基本方針 Ｐ１～３ 

参考にしよう 旭川市いじめ防止基本方針 Ｐ２４ 

参考にしよう 学校いじめ防止基本方針 Ｐ１～２ 
 

参考にしよう 旭川市いじめ防止基本方針 Ｐ２５ 

参考にしよう 学校いじめ防止基本方針 Ｐ４～６ 
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４ いじめを受けたとき、見たとき、聞いたときには        

 西神楽
にしかぐら

小学校
しょうがっこう

の先生方
せんせいがた

は、いじめ防止
ぼうし

対策
たいさく

推進
すいしん

委員会
いいんかい

をつくって、もし、いじめがおきた

ときには、いじめられた子ども
こ  

をどのようにして守る
まも  

かを準備
じゅんび

しています。ですから、いじ

めを受けた
う  

ときはもちろん、いじめを見た
み 

とき、聞いた
き  

ときには、担任
たんにん

の先生
せんせい

だけでなく、

保健
ほけん

の先生
せんせい

、校長
こうちょう

先生
せんせい

、教頭
きょうとう

先生
せんせい

、どの先生
せんせい

方
がた

でも、だれでもすぐに相談
そうだん

しましょう。そ

のほかにも家族
かぞく

やスクールカウンセラー、最後
さいご

のページにあるような相談
そうだん

窓口
まどぐち

もたくさんあ

ります。「いじめは、絶対
ぜったい

ゆるさない」の気持ち
きも 

ですぐに知
し

らせてください。 

【先生方
せんせいがた

のいじめ防止
ぼうし

対策
たいさく

推進
すいしん

委員会
いいんかい

がしてくれること】
）

 

 いじめを受
う

けた人
ひと

に いじめを行
おこな

った人
ひと

に まわりの人
ひと

たちに 

学 が
っ 

校こ
う 

で 

は 

□いじめから守
まも

ります。 

□心配
しんぱい

なく、学校生活
がっこうせいかつ

を送
おく

る

ことができるよう、先生方
せんせいがた

やスクールカウンセラー

が、いつでも相談
そうだん

にのりま

す。 

□必要
ひつよう

があれば、すぐに警察
けいさつ

などに相談
そうだん

し、協力
きょうりょく

して

もらいます。 

□二度
にど

といじめを受
う

けないよ

う 、 先生方
せんせいがた

は チ ー ム で

協力
きょうりょく

して見守
みまも

ります。 

□いじめた人
ひと

にあやまり、もう

二度
にど

といじめを行
おこな

わないこと

を、約束
やくそく

してもらいます。 

□いじめは絶対
ぜったい

に行
おこな

ってはいけ

ないことを教
おし

えます。 

□これからの生活
せいかつ

で気
き

を付
つ

ける

ことを考
かんが

えてもらいます。 

□必要
ひつよう

があれば、警察
けいさつ

などに

相談
そうだん

します。 

□二度
にど

といじめを行
おこな

わないよ

う、先生方
せんせいがた

はチームで見守
みまも

り

ます。  

□いじめをしていなくても

自分
じぶん

にも関係
かんけい

していること

を気
き

付
づ

いてもらいます。 

□いじめに気付
きづ

いたときに、

大人
おとな

の誰
だれ

かに知
し

らせる大切
たいせつ

さを教
おし

えます。 

□いじめを見
み

て見
み

ぬふりをし

たり、ひやかしたりすること

も許
ゆる

されないことを教
おし

えま

す。 

□みんなでいじめをなくし、よ

りよい学級
がっきゅう

や仲間
なかま

をつくる

ことの大切
たいせつ

さを教
おし

えます。 

いじめを知
し

らせてくれた人
ひと

 

□秘密
ひみつ

を守
まも

り、いじめを行
おこな

っ

た人
ひと

から、しっかりと守
まも

りま

す。 

家い
え

の
人ひ

と

に 

□いじめを受
う

けたことや、い

じめがなくなるまで学校
がっこう

が

することを説明
せつめい

します。 

□いじめをしたことを説明
せつめい

し、

二度
にど

といじめを行
おこな

わないよう

協力
きょうりょく

してもらいます。 

□家
いえ

の人
ひと

に協力
きょうりょく

してもらう

ときには、説明
せつめい

をします。 

 

 

 

参考にしよう 旭川市いじめ防止基本方針 Ｐ２６ 

参考にしよう 学校いじめ防止基本方針  Ｐ１０ 
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５ いじめを防止する児童会は                 

 私たち
わたし

西神楽
にしかぐら

小学校
しょうがっこう

児童会
じどうかい

は、いじめを生みださない
う

ためにいろいろな取組
とりくみ

をくふうして

行います
おこな

。令和
れ い わ

３年度
ねんど

のいじめゼロスローガンは「○いつもえがお ○じぶんをたいせつに 

○めをあわす ○なかよく ○しんじよう」と設定
せってい

しました。スローガンは児童
じどう

玄関
げんかん

に掲示
けいじ

し

ます。また、５月
がつ

から、全校
ぜんこう

で「西小
にししょう

をよりよくする取組
とりくみ

」として、①「いじめなしマスコ

ットキャラクター制作
せいさく

」②「よびかけ運動
うんどう

」といった活動
かつどう

を行い、西小っ子
にししょうっこ

みんなが仲良く
なかよ

、

楽しく
たの

学校
がっこう

生活
せいかつ

が送れる
おく

ようにします。一人一人
ひ と り ひ と り

が、キャラクター作
づく

りやキャラクターを見
み

ることを通
とお

して、スローガンを意識
い し き

し、笑顔
え が お

いっぱいで明
あか

るい学校
がっこう

となるようにします。 

 

 

 

 

 

６ いじめについての相談は                  

 いじめの苦しさ
くる    

や悲しさ
かな    

は、自分
じぶん

一人
ひとり

では解決
かいけつ

できません。それどころか、相談
そうだん

するかど

うか迷って
まよ    

いるうちに、いじめはどんどんひどくなっていきます。少し
すこ 

でも早く
はや 

、あなたの

近く
ちか  

の力
ちから

になってくれる人
ひと

や相談
そうだん

窓口
まどぐち

に相談
そうだん

しましょう。もし、直接
ちょくせつ

相談
そうだん

できなければ、

友だち
とも

や家族
かぞく

の人
ひと

に代わって
か  

相談
そうだん

してもらいましょう。絶対
ぜったい

に一人
ひとり

で悩
なや

まないでください。 

 

 

 

 

参考にしよう 旭川市いじめ防止基本方針Ｐ２７ 

参考にしよう 学校いじめ防止基本方針「学校いじめ防止プログラム」 

参考にしよう 旭川市いじめ防止基本方針 Ｐ８ 

参考にしよう 学校いじめ防止基本方針  P17 

参考にしよう 旭川市いじめ防止基本方針Ｐ３２～３７ 

参考にしよう 旭川市いじめ防止基本方針 Ｐ２８ 
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６ いじめについて相談できるところ               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆子
こ

ども相談
そうだん

支援
し え ん

センター（北海道
ほっかいどう

教育
きょういく

委員会
いいんかい

） 

 ＜電話番号
でんわばんごう

＞ ０１２０－３８８２－５６  

 ＜受付
うけつけ

時間
じ か ん

＞ 毎日
まいにち

２４時間
じ か ん

 

◆子
こ

どもの人権
じんけん

１１０番
ばん

（旭川
あさひかわ

地方
ち ほ う

法務局
ほうむきょく

） 

 ＜電話番号
でんわばんごう

＞ ０１２０－００７－１１０（ぜろぜろなな の ひゃくとおばん） 

 ＜受付
うけつけ

時間
じ か ん

＞  月
げつ

～金
きん

 ８：３０～１７：１５ 

◆旭川
あさひかわ

法務
ほ う む

少年
しょうねん

支援
し え ん

センター（旭川
あさひかわ

少年
しょうねん

鑑別所
かんべつしょ

） 

 ＜電話番号
でんわばんごう

＞ ０１６６－３１－５５１１  

＜受付
うけつけ

時間
じ か ん

＞ 月
げつ

～金
きん

 ９：００～１６：００ 
 

◆法
ほう

テラス旭川
あさひかわ

 

 ＜電話番号
でんわばんごう

＞ ０５０－３３８３－５５６６ 

 ＜受付
うけつけ

時間
じ か ん

＞ 月
げつ

～金
きん

 ９：００～１７：００ 
 

スクールカウンセラーの先生
せんせい

は 

教頭
きょうとう

先生
せんせい

や担任
たんにん

の先生
せんせい

に言えば
い    

、いつでも呼
よ

んでもらえます。 

家族
か ぞ く

の人
ひと

からの相談
そうだん

も受けて
う   

くれます。 

◆旭川市
あさひかわし

子
こ

ども総合
そうごう

相談
そうだん

センター 

 ＜電話番号
でんわばんごう

＞ 子
こ

どもホットライン ０１２０－５２８５０６ 

 ＜受付
うけつけ

時間
じ か ん

＞ 月
げつ

・木
もく

   ８：４５～２０：００ 

         火
か

・水
すい

・金
きん

 ８：４５～１７：１５ 


